
平成２０年１月１１日 政令第１号 
 
  不動産登記令の一部を改正する政令 
 
 内閣は、不動産登記法（平成１６年法律第１２
３号）第１８条及び第２６条（これらの規定を同
法第１６条第２項において準用する場合を含む。）
の規定に基づき、この政令を制定する。 
 不動産登記令（平成１６年政令第３７９号）の
一部を次のように改正する。 
 附則に次の一条を加える。 
 
（添付情報の提供方法に関する特例） 
第５条 電子情報処理組織を使用する方法により
登記の申請をする場合において、添付情報（登記
識別情報を除く。以下同じ。）が書面に記載され
ているときは、第１０条及び第１２条第２項の規
定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に
提出する方法により添付情報を提供することがで
きる。 
２ 前項の規定により添付情報を提供する場合に
は、その旨をも法第１８条の申請情報の内容とす
る。 
３ 第１７条及び第１９条の規定は第１項の規定
により添付情報を提供する場合につい て、第１８
条の規定は同項の規定により委任による代理人
（復代理人を含む。）の権限を証する情報を提供
する場合について、それぞれ準用する。 
４ 第１項の規定により書面を提出する方法によ
り当該登記原因を証する情報を提供するときは、
法務省令で定めるところにより、申請情報と併せ
て当該書面に記載された情 報を記録した電磁的記
録を提供しなければならない。この場合において
は、第１２条第２項の規定は、適用しない。 
 
  附 則 
 （施行期日） 
１ この政令は、平成２０年１月１５日（附則第
３項において「施行日」という。）から施行する。 
 （経過措置） 
２ この政令の規定は、不動産登記法（次項にお
いて「法」という。）附則第６条第１項の指定の
日から当該指定に係る登記手続について適用する。 
３ 施行日前に法附則第６条第１項の規定による
指定がされている場合において、施行日前にされ
た登記の申請に係る登記に関する手続については、
なお従前の例による。 
 


